
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

             

 

 

 

 

令和７年 4 月 

広  島  県 
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広島県ひとり親家庭サポートセンターの公式 LINE では AI チャットボット相談ができます！

 

ひとり親の皆様の知りたい情報、お金や仕事、子育てや養育費等に関する 

質問に、AI チャットボットが 365 日２４時間 対応します。 

左の公式 LINE の QR コードを読み取り、お友達登録をしてご利用ください。 
 

★広島県ひとり親家庭サポートセンターのご紹介          

   広島県ひとり親家庭サポートセンターでは、ひとり親家庭等の皆様の仕事や 

暮らしの相談にきめ細かく対応しながら、自立を支援しています。 

 

  

・厚生労働省から無料職業紹介所の認可を受けており、履歴書の書き方や求人情報の提供、 

紹介状の作成まで就業相談員が対応します。【P５】 

 

 

 

   ・資格や技能を習得するための各種講座を実施しています。【P５】 
 

     

 

・養育費や親子交流（面会交流）等についての相談に養育費専門相談員が対応します。【P７】 

   ・県内各地やオンラインで弁護士無料相談を実施しています。【P７】 

 

 

 

・離婚を考えていらっしゃる方等を対象に「離婚前後親支援講座」を開催しています。【P７】 

   ・家計管理のための講習会や、ファイナンシャルプランナーによる個別相談を実施して 

います。【P３】 

 
離婚のこと、ひとり親家庭に関する福祉制度のこと、生活の困りごと等、様々な問題に相談員 

が対応しています。相談は無料、秘密は必ず守られますので、一人で悩まず、ご相談ください。 
市町への出張相談、オンライン相談も実施しています。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※広島市にお住まいの方は、各区のひとり親家庭等福祉担当窓口へお問い合わせください。【P13】 

※福山市にお住まいの方は、福山市ひとり親家庭等就業・自立支援センターへお問い合わせください。

【P18】  （土日祝・夜間の電話相談は福山市在住の方もご利用できます。） 

就業相談 

就業支援講習会の実施 

養育費に関する相談 

その他 

広島県ひとり親家庭サポートセンター 
〒７３０－００１７ 広島市中区鉄砲町８－６ ありみビル 203 号 

電 話：０８２－２２７－２３７７ 

平日 9：00～17：00     土日祝 10：00～17：00 

夜間 17：00～20：00 （火・木のみ） 
ホームページの QRコード 
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★ひとり親家庭のための主な支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★支援を受けるために一定の要件があったり、支援を実施していない市町もありますので、 

それぞれの窓口でご相談ください。（この表は支援を受けられる期間等の目安です。）             

③
養
育
費
確
保
支
援 

母子家庭等就業・自立支援センターによる就業相談・講習会等  P５ 

ハローワークによる職業訓練等 P５ 

自立支援教育訓練給付金事業・高等職業訓練促進給付金事業 

（資格取得時等に受けられる給付金）  P５・６ 

ひとり親家庭サポートセンターによる養育費等相談  P７ 

弁護士無料相談の実施  P７ 

離婚前後親支援講座の実施  P７ 

児童扶養手当  P８ 

児童手当  P８  

ひとり親家庭等医療費公費負担制度  P８ 

乳幼児医療費公費負担制度  P８ 

義務教育就学援助  P９ 高校奨学金等  

P９ 

大学等奨学金 

P10 

母子・父子・寡婦福祉資金（修学資金・修業資金・生活資金等の貸付）  P10 

妊娠・ 

出産 
就学前（０～６歳） 小学校（～12 歳） 

中学校 

（～15歳） 
高校等 

（～18 歳） 
大学等
（18 歳～） 

②
就
業
支
援 

①
子
育
叇
呍生
活
支
援 

母子・父子自立支援員による相談支援（ひとり親家庭の様々な相談）  P３ 

ひとり親家庭の子供の学習支援事業  P３ 

母子生活支援施設（母子家庭のみ）  P３ 

④
経
済
的
支
援 

子育てに関する様々な相談（児童家庭支援センター） P15（３） 
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★こんな支援が受けられます 
支援を受けるためには、基本的に申請や相談が必要となります。 
支援を受けたい場合は、必ず、担当窓口にお問い合わせください。 

 

①子育てや生活に関する支援 
 

母子・父子自立支援員による相談支援  

各市町福祉事務所、広島県こども家庭課にて、ひとり親家庭の皆さんが抱えている 

色々な悩みごとの相談を受けています。 

市町によっては母子・父子自立支援員がいない場合もありますが、福祉事務所には必ず、 

ひとり親家庭の皆さんが相談できる窓口【P１３】がありますので、お問い合わせください。 

 問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  

 

 

ひとり親家庭等日常生活支援事業  

ひとり親等が病気などにより、一時的に生活援助や保育サービスが必要になった時に、 

家庭生活支援員を派遣します。 

所得状況により費用の一部を負担していただくことがあります。 

（市町によって実施していない場合があります。） 

 問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  

 

 

ひとり親家庭等生活支援事業 

ひとり親家庭の家計管理のための講習会の実施、ファイナンシャルプランナーへの個別 

相談を行っています。（広島市以外にお住まいの方が対象です。） 

    問い合わせ先⇒【P18】（８）広島市・呉市・福山市以外にお住まいの方は 

広島県ひとり親家庭サポートセンター 

【P22】（13）呉市にお住まいの方は一般財団法人呉市母子寡婦福祉連合会 

               福山市にお住まいの方は福山子育て応援センター「キッズコム」【084-932-7284】 

 

 

 

ひとり親家庭の子供の学習支援事業  

ひとり親家庭の小学生～中学生を対象に学習支援を行っています。 

会場によって、対象（高校生が含まれる場合もあります。）、開催日時、定員等が異なります。 

（市町によって実施していない場合があります。） 

    問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  

               又は広島県こども家庭課【082-513-3173】 

 

 

母子生活支援施設  

母子家庭の母と子供を共に保護し、自立の促進のために生活を支援する施設です。 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  
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公営住宅の優先入居 

ひとり親家庭は、公営住宅の入居者募集の選考方法において、入居に係る抽選の当選率が 

優遇されます。収入が著しく低額で生活に困っている等の場合、家賃を減免する制度もあります。 

問い合わせ先⇒【P21】県営住宅の場合は県営住宅指定管理者 

【P25～35】その他の公営住宅の場合はお住まいの市町の担当窓口 

 

保育所 

保護者が働いていたり、病気等で日中子育てができない家庭の子供を保育しています。 

保育所によっては、一時保育、延長保育、休日保育等に対応しているところもあります。 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

病児・病後児保育事業 

子供が病気等で一般の保育所、幼稚園、学校などに出席できず、また、自宅での保育が困難な 

場合に、病院や保育所などで一時的に子供を預かっています。 

（病児・病後児保育施設の設置されていない市町もあります。） 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

地域子育て支援拠点事業 

地域の子育て家庭に対して、子育て相談や子育てサークルの支援、保育サービス情報提供等の 

支援を行っています。 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の児童相談窓口  

 

 

ファミリー・サポート・センター 

子供を預けたい人と、子供を保育できる人がセンターに会員登録し、仕事や通院等子供を家庭で 

保育できないとき、一時的に預かる制度です。 

（市町によって実施していない場合があります。） 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の児童相談窓口  

 

 

短期入所生活援助事業（ショートステイ） 

保護者が病気、冠婚葬祭等のため、子供の養育が一時的に困難になった時や、緊急的に子供の 

一時保護を必要とする時に、児童養護施設などで一定期間、子供を預かることができます。 

   （市町によって実施していない場合があります。） 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の児童相談窓口  

 

 

夜間養護等事業（トワイライトステイ） 

保護者が仕事などで日常的に帰宅が深夜に及ぶ場合や、休日に不在になる時など、児童養護施設 

で子供に対する生活指導や食事の提供を行っています。 

（市町によって実施していない場合があります。） 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の児童相談窓口  
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②就業に関する支援 
 

母子・父子自立支援プログラム策定事業 

市町の母子・父子自立支援プログラム策定員が、ひとり親家庭の母・父（離婚前から当該事業による

支援を必要としている方を含む）を対象に、状況や希望に応じた自立支援計画を策定し、関係機関と連

携して就業支援を行います。 

（市町によって実施していない場合があります。） 

    問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  

 

 

母子家庭等就業・自立支援センター（ひとり親家庭サポートセンター）による就業相談・講習会 

ひとり親家庭の母、父、20 歳未満の子供や寡婦、離婚調停中など、離婚前の困難を抱える母、父を

対象に仕事の相談、求人情報の提供、紹介状の発行等を行っています。 

また、就職に結びつく可能性が高い技能、資格を取得するための就業支援講習会等を実施しています。 

広島県ひとり親家庭サポートセンターでは、就業相談員による出張相談やオンライン相談も行ってい

ます。 

    問い合わせ先⇒【P18】（８）母子家庭等就業・自立支援センター  

 

 

公共職業訓練 

ハローワークに求職の申込を行った人で、技能を身に付けることが必要な人のために、 

職業能力開発施設等で職業訓練を行っています。 

    問い合わせ先⇒【P19】（９）ハローワーク一覧  

 

 

求職者支援訓練 

主に雇用保険を受給できない求職者の方等（特定求職者）を対象に職業訓練を行っています。 

    問い合わせ先⇒【P19】（９）ハローワーク一覧  

 

 

職業訓練手当 

雇用保険受給資格のない母子家庭の母等（母子家庭等になって 3 年以内）が、ハローワークに 

求職の申込を行い、ハローワーク所長の指示によって職業訓練を受ける場合に支給されます。 

   （支給に一定の要件があります。） 

    問い合わせ先⇒【P19】（９）ハローワーク一覧  

 

 

職業訓練受講給付金 

特定求職者がハローワーク所長の指示を受け求職者支援訓練や公共職業訓練を受ける 

場合に支給されます。（支給に一定の要件があります。） 

    問い合わせ先⇒【P19】（９）ハローワーク一覧  

     

 

自立支援教育訓練給付金事業 

ひとり親が市町の指定する教育訓練講座を受講した場合、受講終了後に受講料の一部が 

支給されます。（支給に一定の要件があります。また状況により補助率も変わります。） 

    問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  
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高等職業訓練促進給付金事業 

● 高等職業訓練促進給付金 

ひとり親が看護師等の経済的自立に効果的な資格を取得するために、６ヶ月以上のカリキュラムを

養成機関等で受講する場合、その期間中の生活の負担軽減として支給されます。 

● 高等職業訓練修了支援給付金 

上記養成機関等への入学時における負担を軽減するため、修了日以降に支給されます。 
  

 （どちらの給付金も所得制限等、支給に一定の要件がありますので、必ず、事前に担当窓口に 

ご相談ください。） 

     問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  

 

 

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 

高等職業訓練促進給付金の支給を受けている方が、高等職業訓練の養成機関修了後に、 

取得した資格が必要な業務に従事しようとする場合、要件に該当すれば、①入学準備金、 

②就職準備金の貸付を受けられます。要件を満たせば返還免除となる場合もあります。 

問い合わせ先⇒広島県社会福祉協議会生活支援課【０８２-２５４-３４１３】 

受付時間 月～金曜の８：３０～１７：３０（年末年始は除く） 

 

 

ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業 

就労に取り組むひとり親が、母子・父子自立支援プログラム策定事業の支援を受け、一定の 

要件を満たす場合、住居の借り上げに必要となる資金（月額上限７万円/1 年間）の償還免除 

付の無利子貸付制度です。（利用に一定の要件があり、実施していない市町もあります。） 

 問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  
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③養育費確保に関する支援 
 

ひとり親家庭等就業・自立支援センター（ひとり親家庭サポートセンター）による養育費等相談 

養育費専門相談員が離婚を考える父母、ひとり親家庭の親等からの養育費や親子（面会）交流等に 

関する相談をお受けしています。 

   離婚前の方の相談、出張相談、オンライン相談も可能です。 

   （広島市以外にお住まいの方が対象です。） 

 

 

弁護士無料相談の実施 

養育費の取り決め等に関する弁護士相談を行っています。離婚前の方の相談も可能です。 

    問い合わせ先⇒【P13】（１）広島市にお住まいの方は広島市内ひとり親家庭等福祉担当窓口 

【P18】（８）福山市にお住まいの方は福山市ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

上記以外の方は広島県ひとり親家庭サポートセンター 

 

 

離婚前後親支援講座の実施 

離婚協議開始前後の父母等に対して、離婚が子供に与える影響や養育費等の取り決めの 

重要性等に関する講習を実施しています。当事者間での意見交換の場も提供しています。 

    問い合わせ先⇒【P18】（８）広島県ひとり親家庭サポートセンター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先⇒【P18】（８）福山市にお住まいの方は福山市ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

                  福山市・広島市以外にお住まいの方は広島県ひとり親家庭サポートセンター 

あいく 
だよ！ 

みまも 
です！ 

ひとり親の方々を応援する 

「広島県ひとり親家庭サポートセンター」の

キャラクターです。 
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④経済的な支援 
 

児童扶養手当 

子供が 18 歳になった後の最初の３月（一定の障害がある場合は 20 歳未満）まで、ひとり親家庭等

に支給されます。（支給には、所得制限等一定の要件があります。） 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

    

 

児童手当 

子供が 18 歳になった後の最初の３月まで、子供を養育している方に支給されます。 

問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

 特別児童扶養手当 

   20 歳未満の身体又は精神に、重度又は中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必

要とする児童を監護している方に支給されます。 

   （支給には所得制限等一定の要件があります。） 

     問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口 

 

 

ひとり親家庭等医療費公費負担制度 

ひとり親家庭の親や子供が医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分の一部を助成します。 

   （市町によって制度の内容が異なります。） 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

乳幼児医療費公費負担制度 

子供が医療機関を受診した場合、医療費の自己負担分の一部を助成します。 

（市町によって制度の内容が異なります。） 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

生活保護 

自力で生活するための努力をしてもなお生活に困窮する時、困窮の程度に応じて必要な保護を 

行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。 

   この給付には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、 

葬祭扶助の８種類があります。 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

遺族基礎年金 

国民（厚生・共済を含む）年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料 

納付要件を満たしている時、その人に生計を維持されていた遺族（子供のある配偶者又は子供）に 

支給されます。 

 問い合わせ先⇒【P22】（14）日本年金機構各年金事務所  
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遺族厚生（共済）年金 

厚生（共済）年金の被保険者または被保険者であった人が死亡し、一定の保険料納付要件を 

満たしている時、その人に生計を維持されていた遺族（一定の範囲あり）に支給されます。 

問い合わせ先⇒【P22】（14）日本年金機構各年金事務所 

（共済年金の方はお勤めされていた職場） 

 

 

義務教育就学援助 

経済的理由により小学校や中学校への就学が困難な場合、学用品費、給食費、修学旅行費等が 

支給されます。（市町により支給要件等が異なります。） 

    問い合わせ先⇒在籍している学校  

     

 

高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金 

高校生等を対象に、授業料相当額の教育費として、国公私立共通の基準額である上限 118,800 円 

 を、所得制限なく支給します。（国公立高校生等については、授業料が実質無償化となります。） 

   また、私立高校では、所得に応じた支給額の加算や、県独自の上乗せ制度があります。 

    問い合わせ先⇒公立高校等の場合は、広島県教育委員会教育支援推進課【082-222-3015】 

国立高校、私立高校等の場合は、在籍している学校 

 

 

高校生等奨学給付金 

高校の授業料以外の教育費への支援として、住民税所得割額が非課税の世帯に給付されます。 

    問い合わせ先⇒国公立高校等の場合は、広島県教育委員会教育支援推進課【082-222-3015】 

私立高校等の場合は、在籍している学校 

 

 

広島県高等学校等学びの変革環境充実奨学金 

高等学校等の授業等で使用する生徒用コンピュータなどを学校の案内により保護者負担で購入 

した場合の費用の支援として、住民税所得割額が非課税の世帯に給付されます。 

問い合わせ先⇒国公立高校等の場合は、広島県教育委員会教育支援推進課【082-222-3015】  

            私立高校等の場合は、広島県環境県民局学事課【082-513-2755】 

 

 

広島県高等学校等奨学金 

高等学校、高等専門学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程に入学・在学する生徒・学生

で、経済的理由により修学が困難と認められる人に必要な経費の一部が貸与されます。 

 （利用には一定の要件があります。）  

  問い合わせ先⇒在籍している学校又は広島県教育委員会教育支援推進課【082-513-4996】  
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日本学生支援機構奨学金 

   大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）で学ぶ学生・生徒に対し、第一種 

奨学金（無利子）、第二種奨学金（有利子、高等専門学校１～３年は対象外）、給付奨学金（大学院・高

等専門学校１～３年は対象外）が貸与または支給されます。 

 問い合わせ先⇒申込に関して：在籍している学校（原則、学校を通じた申込となります。） 

           貸与・給付・返還に関する相談：日本学生支援機構奨学金相談センター 

【0570-666-301】 

           高等学校卒業程度認定試験合格者の方の予約申し込みに関して：日本学生支援機構

【03-6743-6704】 

※ 入学前に奨学金の予約をご希望の場合は、日本学生支援機構のホームページで内容・手続き 

等を確認し（「JASSO 予約採用」で検索）、現在の在学校にご相談ください。 

 

 

高等教育の修学支援新制度 

一定の要件を満たすことを国等が確認した大学、短期大学、高等専門学校（４・５年）、専修学校（専

門課程）に通う学生で、学力・世帯収入等の要件を満たす方が対象です。 

   入学金や授業料の減免及び給付奨学金（「日本学生支援機構奨学金」の項目を参照）による支援を

行う制度です。 

    問い合わせ先⇒授業料等の減免に関して：在学または進学する大学・短期大学・高等専門学校

（４・５年）・専修学校（専門課程） 

              給付奨学金に関して：「日本学生支援機構奨学金」の項目を参照  

     ※在学または進学する大学・短期大学・高等専門学校・専修学校（専門課程）が要件を満たして

いるかは、文部科学省のホームページから確認できます。 

 

 

保護者が死亡又は著しい障害を負っている家庭の子供の奨学金 

   保護者が病気や災害、自死等で亡くなった家庭、または著しい障害を負っている家庭の高校生 

以上を対象に、貸与（卒業後 20 年以内に無利子返還）または給付されます。 

 問い合わせ先⇒あしなが育英会【0120-778-565】  

 

 

交通遺児等貸付 

自動車事故で保護者が死亡、または重度後遺障害者となった、０歳から中学校卒業までの子供を  

対象に、無利子で生活資金の貸付を行っています。 

    問い合わせ先⇒独立行政法人 自動車事故対策機構広島主管支所【082-297-2255】  

 

 

母子・父子・寡婦福祉資金 

ひとり親家庭等を対象に、以下の各種資金を無利子又は低利にて貸付を行っています。 

   ・事業開始資金 ・事業継続資金 ・修学資金 ・就学支度資金 ・修業資金 ・就職支度資金 

   ・技能習得資金 ・医療介護資金 ・生活資金 ・住宅資金 ・転宅資金 ・結婚資金 

    問い合わせ先⇒【P13】（１）お住まいの市町のひとり親家庭等福祉担当窓口  
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母子家庭等緊急援護資金 

ひとり親家庭や寡婦を対象に、緊急に資金が必要な場合、一時的に資金の貸付を行っています。 

    問い合わせ先⇒【P13】広島市の方は、各区福祉課 

【P22】（13）広島市以外の方は地域の母子・父子福祉団体又は広島県ひとり親 

家庭等福祉連合会 

 

 

生活福祉資金 

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯を対象に低利または無利子で資金の貸付を行っています。 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町社会福祉協議会の担当窓口  

 

 

所得税・市町県民税の軽減 

ひとり親又は寡婦で一定の要件に該当する場合、ひとり親控除又は寡婦控除を受ける事が 

できます。 

    問い合わせ先⇒所得税：お住まいの市町を管轄する税務署 

               市町県民税：【P25～35】お住まいの市町の担当窓口 

 

 

 

国民年金保険料の免除 

   経済的理由等により保険料が納められない場合等に、全額又は一部が免除される場合が 

あります。DV により配偶者と住所が異なるときも免除の対象になる場合があります。 

 問い合わせ先⇒【P22】（14）日本年金機構各年金事務所  

 

 

水道料金・下水道使用料の減免 

   ひとり親家庭等を対象に水道料金・下水道使用料を減免する制度があります。 

   （市町によって減免の内容が異なったり、実施していない場合もあります。） 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

JR の定期乗車券の割引 

生活保護世帯（一部を除く）や児童扶養手当受給世帯の方が、JR の通勤定期乗車券を 

購入する場合に割引をする制度があります。 

 問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  
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⑤その他の支援等 
 

心のことに関する相談 

離婚や配偶者との死別、DV など様々な生活の変化や、職場の人間関係等により、ストレス 

関連疾患に悩んでいる方、アルコールや薬物依存等でお悩みの方は一人で抱え込まず、 

精神保健福祉センターや保健所にご相談ください。 

 問い合わせ先⇒【P20】（11）各精神保健福祉センター等  

 

 

地域での支援 

お住まいの地域には、身近な相談相手として、民生委員・児童委員がいます。 

   困りごとの内容によっては行政等と連携し支援を行っています。 

    問い合わせ先⇒【P25～35】お住まいの市町の担当窓口  

 

 

母子・父子福祉団体 

ひとり親家庭等で構成されていて、ひとり親家庭同士の交流を図っています。 

 問い合わせ先⇒【P22】（13）地域の母子・父子福祉団体 

 

 

  広島県の子育てポータル イクちゃんネット 

   子育て中の方や子育て支援者のための、子育てに関する情報を集約した 

ポータルサイトです。 

    広島県の子育てポータル イクちゃんネット (ikuchan.or.jp) 

 

 

Kids☆めるまが 

   子育てに役立つ情報を配信するメルマガで、ひとり親家庭等支援情報も配信 

しています。18 歳未満の子どものいる会員には、広島県の子育て支援パスポート 

「イクちゃん画像」を配布します。 

    Kids☆めるまが (ikuchan.or.jp/kids/) 
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★県内の主な相談機関 
 
（１）市町のひとり親家庭等福祉担当窓口 
■広島市内 

広島市 名称 所 在 地 電 話 

中区厚生部福祉課児童福祉係 広島市中区大手町四丁目 1-1 (082) 504-2569 

東区厚生部福祉課児童福祉係 広島市東区東蟹屋町 9-34 (082) 568-7733 

南区厚生部福祉課児童福祉係 広島市南区皆実町一丁目 4-46 (082) 250-4131 

西区厚生部福祉課児童福祉係 広島市西区福島町二丁目 24-1 (082) 294-6342 

安佐南区厚生部福祉課児童福祉係 広島市安佐南区中須一丁目 38-13 (082) 831-4945 

安佐北区厚生部福祉課児童福祉係 広島市安佐北区可部三丁目 19-22 (082) 819-0605 

安芸区厚生部福祉課児童福祉係 広島市安芸区船越南三丁目 2-16 (082) 821-2813 

佐伯区厚生部福祉課児童福祉係 広島市佐伯区海老園一丁目 4-5 (082) 943-9732 

 

 

■広島市以外の市町  

 

 

各市町 名称 所 在 地 電 話 

呉市こども部こども支援課 呉市中央四丁目 1-6 (0823）25-3173 

竹原市市民福祉部健康こども未来課 

こども福祉係 
竹原市中央三丁目 14-1 (0846) 22-7742 

三原市こども部子育て支援課子育て支援係 三原市港町三丁目 5-1 (0848) 67-6045 

尾道市福祉保健部子育て支援課 尾道市久保一丁目 15-1 (0848) 38-9205 

福山市保健福祉局ネウボラ推進部 

ネウボラ推進課 
福山市東桜町 3-5 (084) 928-1053 

府中市健康福祉部子育て応援課 府中市府川町 315 (0847) 44-9146 

三次市子育て支援部こども家庭支援課 三次市十日市中二丁目 8-1 (0824) 64-6011 

庄原市児童福祉課児童福祉係 庄原市中本町一丁目 10-1 (0824) 73-1192 

大竹市健康福祉部福祉課こども家庭支援係 大竹市小方一丁目 11-1 (0827) 59-2151 

東広島市こども未来部こども家庭課 東広島市西条栄町 8-29 (082) 420-0407 

廿日市市健康福祉部子育て応援室 廿日市市新宮一丁目 13-1 (0829) 30-9129 

安芸高田市福祉保健部健康・こども未来課 安芸高田市吉田町吉田 791 (0826) 42-5633 

江田島市福祉保健部子育て支援課 江田島市江田島町中央四丁目 18-28 (0823) 42-2852 

府中町福祉保健部子育て支援課 安芸郡府中町大通三丁目 5-1 (082) 286-3163 

海田町福祉保健部こども課 安芸郡海田町南昭和町 14-17 (082) 823-9227 

熊野町健康福祉部子育て支援課 安芸郡熊野町中溝一丁目 1-1 (082) 820-5623 

坂町民生部民生課福祉係 安芸郡坂町平成ヶ浜一丁目 1-1 (082) 820-1505 

安芸太田町健康福祉課 山県郡安芸太田町下殿河内 236 (0826) 25-0250 

北広島町こども家庭課こども未来係 山県郡北広島町有田 1234 (0826) 72-7350 

大崎上島町健康福祉課福祉係 豊田郡大崎上島町木江 4968 (0846) 62-0303 

世羅町子育て支援課 世羅郡世羅町本郷 947 (0847) 25-0295 

神石高原町子育て応援課 

こども家庭センター（子育て応援係） 
神石郡神石高原町小畠 1701 (0847) 89-3368 
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（２）こども家庭センター【児童相談所・配偶者暴力相談支援センター】 
 ※子供の問題について、市町の相談窓口と協力しながら専門の職員が対応しています。必要に応じて、一時保護や 

   児童福祉施設への入所、里親への委託等の相談支援も行っています。 

   また、DV についての相談をお受けしたり、女性の自立のための支援を行っています。 

名 称 所 在 地 電 話 備 考 

児童相談所 （児童虐待通告など緊急の場合は児童相談所虐待対応ダイヤル「189」におかけください） 

※呉市、大竹市、廿日市市、江田島市、 

府中町、海田町、熊野町、坂町、 

安芸太田町、北広島町にお住まいの方 

西部こども家庭センター 

広島市南区宇品東四丁目 

1-26 
(082) 254-0381 

月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

※東広島市、竹原市、大崎上島町に 

お住まいの方 

西部こども家庭センター 

東広島地区担当分室 
（R7.9～東広島市に東広島支所開設予定） 

広島市南区宇品東四丁目 

1-26 
（西部こども家庭センター内） 

（082）426-5650 
月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、年末年始を除く 

※福山市、府中市、神石高原町に 

お住まいの方 

東部こども家庭センター 
福山市瀬戸町山北 291-1 (084) 951-2340 

月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

※三原市、尾道市、世羅町にお住まいの方 

東部こども家庭センター 

三原支所 
三原市円一町二丁目 4-1 （0848）36-6711 

月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

※三次市、庄原市、安芸高田市に 

お住まいの方 

北部こども家庭センター 

三次市十日市東四丁目

6-1 

(0824) 63-5181（代） 

(内線 2310・2311) 
月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、年末年始を除く） 

※広島市にお住まいの方 

広島市児童相談所 
広島市東区光町二丁目 

15-55 
(082) 263-0694 

月～金曜 8：30～17:15 

（祝日、8/6、年末年始を

除く） 

配偶者暴力相談支援センター 

県の配偶者暴力相談支援センター  DV 相談だけでなく女性相談にも対応しています。 

                 県の配暴センターに管轄地域の指定はありません。 

西部こども家庭センター 
広島市南区宇品東四丁目 

1-26 
（082）254-0391 

月～金曜 8：30～17：00 

（祝日、年末年始を除く） 

西部こども家庭センター 

東広島地区担当分室 
（R7.9～東広島市に東広島支所開設予定） 

広島市南区宇品東四丁目 

1-26 
（西部こども家庭センター内） 

（082）426-5660 
月～金曜 8：30～17：00 

（祝日、年末年始を除く） 

東部こども家庭センター 福山市瀬戸町山北 291-1 （084）951-2372 
月～金曜 10：15～17：00 

（祝日、年末年始を除く） 

東部こども家庭センター 

三原支所 
三原市円一町二丁目 4-1 （0848）36-6713 

月～金曜 10：15～17：00 

（祝日、年末年始を除く） 

北部こども家庭センター 
三次市十日市東四丁目

6-1 

（0824）63-5181

（代） 

（内線 2313） 

月～金曜 10：15～17：00 

（祝日、年末年始を除く） 

休日・夜間電話相談 ― （082）254-0399 
月～金曜 17：00～20：00 

土日祝 10：00～18：00 

（年末年始を除く） 
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市町の配偶者暴力相談支援センター 

※広島市にお住まいの方 

広島市 

配偶者暴力相談支援センター 
― 

（082）504-2412 
月～金曜 10：00～17：00 

（祝日、8/6、年末年始を除

く） 

休日 DV 電話相談  

（082）252-5578 

土・日・祝日・8/6 

10：00～17：00 

（年末年始を除く） 

※東広島市にお住まいの方 

東広島市 

配偶者暴力相談支援センター 
東広島市西条栄町 8-29 （082）420—0407 

月～金曜 8：30～17：15 

（祝日、年末年始を除く） 

※安芸太田町にお住まいの方 

安芸太田町 

親子相談支援センター 

山県郡安芸太田町 

大字下殿河内 236 
（0826）25-0250 

月～金曜 8：30～17：15 

（祝日、年末年始を除く） 

 

 

 

 
（３）児童家庭支援センター ※子育てや子供自身の悩みなど、子供に関する様々な相談をお受けしています 

名 称 所 在 地 電 話 備 考 

※呉市・竹原市・江田島市・府中町・ 

 海田町・熊野町・坂町・大崎上島町 

 にお住まいの方 

児童家庭支援センター 

明日葉 

呉市狩留賀町 3-5 （0823）27-5371 
月～金曜：9 時～17 時 

（土日祝、年末年始を除く） 

※三原市・尾道市・府中市・世羅町・ 

 神石高原町・三次市・庄原市に 

 お住まいの方 

児童家庭支援センター 

まごころ 

尾道市栗原町 1268-1 （0848）24-0556 
月～土曜：9 時～17 時 30 分 

（祝日・休日、年末年始を除く） 

※大竹市・東広島市・廿日市市・ 

安芸高田市・安芸太田町・ 

北広島町にお住まいの方 

児童家庭支援センター 

コスモス 

廿日市市丸石 1 丁目 1-12 （0829）54-2112 
月～土曜日：9 時～17 時 

（祝日・休日、年末年始を除く） 

※福山市にお住まいの方 

児童家庭支援センター 

こぶし 
福山市加茂町下加茂 898-1 （084）999-9065 

月～土曜日：9 時～18 時 

（祝日・休日、年末年始を除く） 

※広島市にお住まいの方 

児童家庭支援センター 

わかくさ 

広島市東区光町 1 丁目 9-19 

MerryGate 駅北１階 
（082）263-3058 

月,火,木～日曜日：10 時～19 時 

（年末年始を除く） 

 

 

 

（４）いじめや不登校等に関する相談機関 
名 称 電 話 備 考 

いじめダイヤル２４ 

（広島県立教育センター） 
（082）420-1313 

月～金曜：9時～16時 
（その他の日時は留守番電話対応です） 

心のふれあい相談室 

（広島県立教育センター） 
（082）428-7110 月～金曜：9時～16時 

こころの相談室 

（広島県教育委員会） 
（084）925-3040 火・水曜：10時～17 時 
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（５）少年サポートセンター ※子供の非行、学校問題、犯罪被害等に対し、専門の職員が対応しています 

名 称 電 話 備 考 

※広島市域・県西部・芸北地域にお住まいの方 

少年サポートセンターひろしま 

（広島県警察） 

（082）242-5110 
月～金曜：９時～18 時 
（土日祝・年末年始を除く） 

※広島市域にお住まいの方 

少年サポートセンターひろしま 

（広島市） 
（082）242-7867 

月～金曜：10時～17 時 
（土日祝・年末年始・8/6 を除く） 

※福山市域・尾三地域にお住まいの方 

少年サポートセンターふくやま （084）925-7011 
月～金曜：９時～17 時 
（土日祝・年末年始を除く） 

※上記以外にお住まいの方 

少年サポートセンターひがしひろしま 

（準備室） 
（082）422-0390 

月～金曜：９時～17 時 
（土日祝・年末年始を除く） 

 

 

 

 

 

（６）子供関係の機関【（２）（３）（４）（５）（７）以外】 
名称など 所 在 地 電 話 備 考 

広島市 

こども療育センター  

広島市東区光町二丁目 

15-55 
(082) 263-0683 

月～金 8:30～17:15 

(祝休日、8/6、12/29～1/3 除く) 

広島市 

西部こども療育センター 

広島市佐伯区海老山南 

二丁目 2-18 
(082) 943-6831 

広島市 

北部こども療育センター 

広島市安佐北区可部南 

五丁目 8-70 
(082) 814-5801 

こどもの人権１１０番 広島法務局 (0120) 007-110 月～金 8：30～17：15 
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（７）子供の救急案内 
名 称  所 在 地 電 話 備 考 

小児救急医療相談電話 ― 
♯8000 又は 

(082) 555-8870 

平日 19：00～翌朝 8：00 
土日祝・年末年始（12/29～1/3） 

     １７：００～翌朝８：００ 

広島市立舟入市民病院 広島市中区舟入幸町 14-11 
(082) 232-6195 

事前電話連絡は不要 
毎日 24 時間 
（小児内科疾患の急患対応） 

広島市立北部医療センター 

安佐市民病院 
広島市安佐北区亀山南 

1-2-1 

(082) 815-5211 

事前電話連絡は不要 

日曜日 18：00～22：00 

（受付 17：30～） 

呉市医師会 

休日急患センター 
呉市朝日町 15-24 (0823) 32-1299 

日・祝・年末年始 

（12/31～1/3） 

9：00～18：00 

呉市医師会 

小児夜間救急センター 
呉市朝日町 15-24 

(0823) 32-1299 

事前電話確認が必要 
毎日 19：00～22：40 

三原市医師会 

休日夜間急患診療所 
三原市宮浦一丁目 15-1 

(0848) 67-7040 

事前電話確認が必要 

平日 19：00～22：00 
（日・祝・8/14、15・12/29～1/3

を除く） 

三原赤十字病院 三原市東町二丁目 7-1 
(0848)64-8111 

事前電話確認が必要 

日曜日 9：00～11：30、13：00

～15：30 

JA 尾道総合病院 尾道市平原一丁目 10-23 
(0848)22-8111 

事前電話連絡が必要 

毎日 24 時間 
（地域連携小児夜間・休日診療

当番医が担当する日あり） 

福山夜間小児診療所 福山市三吉町南二丁目 11-25 (084) 922-4999 
毎日 19：00～22：15 

（受付） 

福山市民病院 福山市蔵王町五丁目 23-1 （084）941-5151 

毎日 24 時間 
（外来診療で対処できる症状の方、

比較的軽症な方の診療について、

22：15 までは上記福山夜間小児診

療所が担当しています） 

市立三次中央病院 三次市東酒屋町 10531 
(0824) 65-0101 

事前電話連絡が必要 
毎日 24 時間 

東広島市休日診療所 東広島市西条町土与丸 1113 
(082) 422-5400 

事前電話連絡が必要 

日・祝・12 月 30 日～1 月 3 日 

9:00～16:00 

（年末年始等の繁忙期におい

て、診療時間を 20 時まで延長

する日あり） 

竹原市休日診療所 竹原市中央三丁目１４－１ 
(0846) 22-7157 

事前電話確認が必要 

日・祝・盆(8/15) ・年末年始

(12/30～1/3) 9：00～12：00、

13：00～16：00 
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（８）母子家庭等就業・自立支援センター（ひとり親家庭サポートセンター）   
名 称 所  在  地 電 話 備 考 

※広島市にお住まいの方 

広島市母子家庭等 

就業・自立支援センター 

広島市南区松原町 5-1 
広島市総合福祉センター内 

(082) 261-

2235 

月～金曜：10 時～18 時 

土曜：10 時～18 時（第２、第４のみ） 

（第１、第３、第５土曜・日・祝休日・

8/6・12/29～1/3 除く） 

※福山市にお住まいの方 

福山市ネウボラ推進課 

（ひとり親家庭等就業・自立支援セン

ター事業） 

福山市東桜町３番５号 
(084) 928-

1053 

月～金曜：8 時 30 分～17 時 15 分 

（祝日、年末年始を除く） 

※土・日・祝日及び火・木夜間は 

 下記広島県ひとり親家庭サポート

センターの電話相談へ。 

※広島市・福山市以外にお住まいの方 
（土日祝・夜間電話相談は福山市の方も対象です。） 

広島県ひとり親家庭サポートセンター 

広島市中区鉄砲町 8-6 

ありみビル 203 号 

(082) 227-

2377 

月～金曜：9 時～17 時 

土･日･祝日電話相談： 

10 時～17 時（年末年始除く） 

夜間電話相談： 

毎週火・木 17 時～20 時 
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（９）ハローワーク一覧      

★印はマザーズコーナーが設置されている施設です。利用時間は、8：30～17：15（福山は 17：00）となります。 

 

 

 

 

（10）女性のキャリア応援コーナー 
※就職活動の準備に関する相談、子育てに関する情報提供、セミナー等を行っています。 

（2024 年 12 月に「わーくわくママサポートコーナー」から移転リニューアルしました。） 

名 称 所 在 地 電 話 備 考 

女性のキャリア 

応援コーナー広島 

広島市中区鉄砲町 8-18 

広島日生みどりビル５階 
※マザーズハローワーク広島に併設 

（082）227-0221 平日 8：30～17：15 
（土日祝、お盆、年末年始は除く） 

女性のキャリア 

応援コーナー福山 

福山市東桜町 1-21 

エストパルク１階 
※ハローワーク福山 

マザーズコーナーに併設 

（084）931-3225 平日 8：30～17：00 
（土日祝、お盆、年末年始は除く） 

 

名 称 所 在 地 電 話 開庁時間・備考 

ハローワーク広島 
広島市中区上八丁堀 8-2 

広島清水ビル 1～4階 
(082) 223-8609 

平日 8：30～17：15 

ハローワーク広島東 広島市東区光が丘 13-7 (082) 264-8609 

ハローワーク呉（★） 呉市西中央一丁目 5-2 (0823) 25-8609 平日 8：30～17：15  

ハローワーク竹原 竹原市中央五丁目 2-11 (0846) 22-8609 

平日 8：30～17：15 
ハローワーク広島西条（★） 東広島市西条町寺家 6479-1 (082) 422-8609 

ハローワーク三原 三原市館町一丁目 6-10 (0848) 64-8609 

ハローワーク尾道 尾道市栗原西二丁目 7-10 (0848) 23-8609 

ハローワーク福山 福山市東桜町 3-12 (084) 923-8609 

平日 8：30～17：15  

（火・木のみ 18：00） 

土曜日 10：00～17：00 

（第 2、第 4 のみ） 

※令和 6年 6 月 4 日から 

 平日 8：30～17：15（月～金） 

 土曜は閉庁となります。 

ハローワーク福山（★） 
福山市東桜町 1-21 

エストパルク 1F 
(084) 921-8189 平日 8：30～17：00 

ハローワーク三次 三次市十日市東三丁目 4-6 (0824) 62-8609 

平日 8：30～17：15 

ハローワーク安芸高田 
安 芸 高 田 市 吉 田 町 吉 田

1814-5 
(0826) 42-0605 

ハローワーク庄原 庄原市中本町一丁目 20-1 (0824) 72-1197 

ハローワーク可部 
広島市安佐北区可部南三丁

目 3-36 
(082) 815-8609 

ハローワーク府中 府中市府中町 188-2 (0847) 43-8609 

ハローワーク廿日市（★） 廿日市市串戸四丁目 9-32 (0829) 32-8609 

ハローワーク大竹 大竹市白石一丁目 18-16 (0827) 52-8609 

広島わかものハローワーク 

広島市中区本通 6-11 

明治安田生命広島本通ビル

８階 

(082) 236-8613 

平日 10：30～19：00 

土曜 10：00～17：00 

（第 2、第 4のみ） 

マザーズハローワーク広島 
広島市中区鉄砲町 8-18  

広島日生みどりビル５階 
(082) 962-8609 平日 8：30～17：15 

（土日祝、お盆、年末年始は除く） 
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（11）こころや発達の相談に関する機関 

名 称 所 在 地 電 話 備 考 

※広島市以外にお住まいの方 

広島県立 

総合精神保健福祉センター 

（パレアモア広島） 

安芸郡坂町北新地二丁目 

3-77 
（082）884-1051 

面接相談（予約制） 

平日：9 時～12時 

   13 時～17 時 

※広島市にお住まいの方 

広島市 

精神保健福祉センター 

広島市中区富士見町 

11-27 
（082）245-7731 

面接相談（予約制） 

平日：9時～17時 

電話相談 

平日：8時 30 分～17 時 

こころの電話 

（特定非営利活動法人  

FOOT＆WORK） 

― 080-8230-6037 

水・土曜 

 9 時～12 時 

 13 時～16 時 30 分 

思春期こころの電話相談 

（広島県精神科病院協会） 
― （082）256-0007 平日 10 時～16 時 

精神科救急情報センター 

（広島県精神科病院協会） 
― （082）892-3600 

救急のみ 

24 時間受付 

いのちの電話 
（社会福祉法人広島いのちの電話） 

― （082）221-4343 24 時間受付 

西部厚生環境事務所 

西部保健所 

廿日市市桜尾二丁目 

2-68 
(0829) 32-1181 

大竹市、廿日市市 

平日 8：30～17：15 

西部厚生環境事務所 

西部保健所広島支所 
広島市中区基町 10-52 (082) 228-2111 

安芸高田市、府中町、海田町、

熊野町、坂町、安芸太田町、

北広島町 

平日 8：30～17：15 

西部厚生環境事務所 

西部保健所呉支所 
呉市西中央一丁目 3-25 (0823) 22-5400 

江田島市 

平日 8：30～17：15 

西部東厚生環境事務所 

西部東保健所 

東広島市西条昭和町 

13-10 
(082) 422-6911 

竹原市、東広島市、大崎上島町 

平日 8：30～17：15 

東部厚生環境事務所 

東部保健所 
尾道市古浜町 26-12 (0848) 25-2011 

三原市、尾道市、世羅町 

平日 8：30～17：15 

東部厚生環境事務所 

東部保健所福山支所 
福山市三吉町一丁目 1-1 (084) 921-1311 

府中市、神石高原町 

平日 8：30～17：15 

北部厚生環境事務所 

北部保健所 

三次市十日市東四丁目

6-1 
(0824) 63-5181 

三次市、庄原市 

平日 8：30～17：15 

呉市西保健センター 呉市和庄一丁目 2-13 (0823) 25-3542 
呉市 

平日 8：30～17：15 

呉市東保健センター 呉市広古新開二丁目 1-3 (0823) 71-9176 
呉市 

平日 8：30～17：15 

福山市保健福祉局 

ネウボラ推進部ネウボラ推進課 
福山市東桜町 3-5 (084) 928-1252 

福山市 

平日 8：30～17：15 

※広島市以外にお住まいの方 

広島県発達障害者支援センター 
東広島市西条町西条 

414-31 
（082）490-3455 平日 9：00～17：00 

（電話相談受付は 9：00～16：30） 

※広島市にお住まいの方 

広島市発達障害者支援センター 
広島市東区光町二丁目 15-55
（広島市こども療育センター内） 

（082）568-7328 
月～金 8：30～17：15 
（祝休日、8/6、12/29～1/3 を除く） 
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（12）広島県県営住宅指定管理者一覧 

住宅所在地等 指定管理者の名称及び事務所所在地 電 話  

広 島 市 
広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ 
〒732-0827 広島市南区稲荷町 4-5 尾崎ビル 3 階 

中区、東区、南区、西区

(082) 261-7907 

安佐南区、安佐北区

(082) 261-7819 

海 田 町 
熊 野 町 
坂町（平成ヶ浜住宅以外） 

 広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ 

 〒736-0083 広島市安芸区矢野東五丁目 1-15 

クスノキビル 103 

(082)889-5544 

坂   町 

（平成ヶ浜住宅） 

フジタビルメンテナンス株式会社 広島支店 
〒730-0017 広島市中区鉄砲町 8-18  

広島日生みどりビル 12 階 
(082)846-6361 

大 竹 市 

廿 日 市 市 

広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ 

〒738-0033 廿日市市串戸一丁目9-44 竹本印刷所ビル1階 
(0829) 34-0140 

呉   市 
ビルックス株式会社 

 〒737-0004 呉市阿賀南一丁目 8-49 
(0823) 74-5963 

竹 原 市 

東 広 島 市 

株式会社くれせん 東広島営業所 

〒739-0025 東広島市西条中央三丁目26-58 クニヒロビル 201 
(082) 424-4877 

三 原 市 
堀田・誠和共同企業体 住宅管理センター 

 〒723-0051 三原市宮浦四丁目 8-24 
(0848) 61-2215 

尾 道 市 
堀田・誠和共同企業体 住宅管理センター 

 〒722-0014 尾道市新浜一丁目 14-11 誠和ビル 1 階 
(0848) 24-2277 

福 山 市 

府 中 市 

株式会社東急コミュニティー 福山・府中地区管理センター 

 〒720-0066 福山市三之丸町 8-17 K ビル 2階   
(084) 973-3109 

三 次 市 

庄 原 市 

広島県ビルメンテナンス協同組合 県営住宅管理グループ 

〒728-0012 三次市十日市中一丁目 13-36 

グランドグレース十日市 103 

(0824) 62-6575 
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（13）地域の母子・父子福祉団体 
名 称 所 在 地 電 話 備 考 

一般財団法人 

広島市母子寡婦福祉連合会 

広島市南区松原町 5-1 

広島市総合福祉センター内 
(082) 264-0505 ※広島市にお住まいの方 

一般財団法人 

呉市母子寡婦福祉連合会 

呉市中央 5丁目 12-21 

福祉会館内 
(0823) 21-5995 ※呉市にお住まいの方 

一般財団法人 

広島県ひとり親家庭等福祉連合会 

広島市中区鉄砲町 8-6 

ありみビル 203 号 
(082) 227-2370 

※上記以外の住所地にお

住まいの方 

 

 

 

 

（14）日本年金機構年金事務所・年金相談センター 

 

 

 

 

 

名 称 所 在 地 電話・備考 

広島東年金事務所 〒730-8515 広島市中区基町 1-27 (082) 228-3131 

広島西年金事務所 
〒733-0833 広島市西区商工センター 2-6-1 

 NTT コムウェア広島ビル 1階 
(082) 535-1505 

広島南年金事務所 〒734-0007 広島市南区皆実町一丁目 4-35 (082) 253-7710 

福山年金事務所 〒720-8533 福山市旭町 1-6 (084) 924-2181 

呉年金事務所 〒737-8511 呉市宝町 2-11 (0823) 22-1691 

呉年金事務所 東広島分室 〒739-0015 東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 1階 (082) 493-6301 

三原年金事務所 〒723-8510 三原市円一町二丁目 4-2 (0848) 63-4111 

三次年金事務所 〒728-8555 三次市十日市東三丁目 16-8 (0824) 62-3107 

備後府中年金事務所 〒726-0005 府中市府中町 736-2 (0847) 41-7421 

街角の年金相談センター広島 〒730-0015 広島市中区橋本町 10-10 広島ｲﾝﾃｽﾋﾞﾙ 1 階 来訪相談専用 

街角の年金相談センター福山 〒720-0065 福山市東桜町 1-21 エストパルク 6階 来訪相談専用 

ねんきんダイヤル     0570-05-1165（ナビダイヤル） 

             050 で始まる電話からは （03）6700-1165 

予約受付専用電話     0570-05-4890（ナビダイヤル） 

             050 で始まる電話からは （03）6631-7521 
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（15）法律相談 

法律相談  相談センター（要予約）は所得により無料になる場合があります。 

名 称 所 在 地 電 話 

紙屋町法律相談センター 広島市中区基町6-27 そごうデパート新館6階 (082) 225-1600 有料 

広島北部 

巡回法律相談センター 
― (0120) 969-214 有料 

ひがし広島法律相談センター 東広島市西条西本町 28-6 サンスクエア東広島 (082) 421-0021 有料 

呉法律相談センター 呉市中央 2-1-29 (0120) 969-214 有料 

法律相談センター福山 福山市三吉町一丁目 6-1 (084) 973-5900 有料 

日本司法支援センター広島 

地方事務所（法テラス広島） 

広島市中区八丁堀 2-31 広島鴻池ビル 1階 

※毎週火・木曜日(祝日除く) 要予約 

午後 1時 30 分～4時 50 分 

0570-078352（ナビダイヤル） 

無料<資力基準があります> 

050-3383-5483（IP 電話） 

※WEB 予約有 

 

 

 

 

 

（16）裁判所・公証人役場 

離婚に係る（親権・養育費など）調停 

広島家庭裁判所 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀 1-6 (082) 228-0494 

広島家庭裁判所 呉支部 〒737-0811 広島県呉市西中央四丁目 1-46 (0823) 21-4992 

広島家庭裁判所 尾道支部 〒722-0014 広島県尾道市新浜一丁目 12-4 (0848) 22-5286 

広島家庭裁判所 福山支部 〒720-0031 広島県福山市三吉町一丁目 7-1 (084) 923-2806 

広島家庭裁判所 三次支部 〒728-0021 広島県三次市三次町 1725-1 (0824) 63-5169 

多重債務整理の手続き、債務名義がある場合の養育費請求など 

広島地方裁判所 本庁 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 2-43     (082) 228-0421 

広島地方裁判所 呉支部 〒737-0811 呉市西中央四丁目 1-46        (0823) 21-4991 

広島地方裁判所 尾道支部 〒722-0014 尾道市新浜一丁目 12-4        (0848) 22-5285 

広島地方裁判所 福山支部 〒720-0031 福山市三吉町一丁目 7-1     (084) 923-2890 

広島地方裁判所 三次支部 〒728-0021 三次市三次町 1725-1      (0824) 63-5141 

養育費、保護命令の申立書など公文書作成 

広島公証人合同役場 〒730-0037 広島市中区中町 7-41 三栄ビル９階        (082) 247-7277 

東広島公証役場 
〒739-0043 東広島市西条西本町 28-6 

サンスクエア東広島４階 
(082) 422-3733 

呉公証役場 〒737-0051 呉市中央三丁目 1-26 第一ビル３階        (0823) 21-2938 

尾道公証役場 〒722-0014 尾道市新浜二丁目 5-27 大宝ビル５階        (0848) 22-3712 

福山公証役場 〒720-0034 福山市若松町 10-7 若松ビル３階        (084) 925-1487 

三次公証人役場 〒728-0014 三次市十日市南一丁目 4-11      (0824) 62-3381 
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（17）その他の機関 

名 称 所 在 地 等 電 話 Fax・備考 

広島県私立学校団体 

総合事務局  

広島市東区光町一丁目 15-21 

広島ガーデンパレス３階 
(082) 258-3950 (082) 258-3987 

全国健康保険協会 

(協会けんぽ)広島支部 
広島市東区光町一丁目 10-19 (082) 568-1011 

 

広島県消費生活センター 
※商品の購入やサービスの契約などで

起こるトラブルについてご相談に応

じています。 

広島市中区基町 10-52 

広島県庁農林庁舎１階 
(082) 223-6111 

月～金曜：9 時～17 時 

（祝日・年末年始は除く） 

メール相談可 
「相談してムーチョ」で検索 

広島県県民相談室 
※家庭内・親族問題や近隣トラブル、行

政に関する困りごと、交通事故などに

ついてご相談に応じています。 

広島市中区基町 10-52 

広島県庁農林庁舎１階 
(082) 223-8811 

月～金曜：9 時～17 時 

（祝日・年末年始は除く） 

オンライン相談可 

警察安全相談電話 
※犯罪・防犯など、警察で対応できる問

題について相談をお受けしています。 

広島県警察本部 
(082) 228-9110 

携帯電話、プッシュ回

線は局番なし＃9110 

月～金曜：8：30～17：15 

（祝日・年末年始は除く） 

ヤングテレホン広島 
※少年の非行や被害についての相談を

お受けしています。 

広島県警察本部 (082) 228-3993 
月～金曜：8：30～17：15 
（土日祝・年末年始は除く） 

エソール広島相談事業 
※電話相談 

生活上のさまざまな悩みを受け止め、

相談者自らが解決の方策を見出すよ

う援助します。 

※LGBT 電話相談 

 性的指向や性自認の悩み等について

の相談を受けています。 

※面接相談（要予約） 

 主に夫婦・家族の問題について面接で

相談に応じます。 

広島市中区大手町一丁目 2-1 

おりづるタワー10 階 

 公益財団法人 

 広島県男女共同参画財団 

電話相談 

(082) 247-1120 

毎日：10 時～16 時 

（水・日・祝日・年末年始

は除く） 

LGBT 電話相談 

（082）207-3130 

毎週土曜：10 時～16 時 

（祝日・年末年始は除く） 

面接相談（予約受付） 

（082）247-1120 
金曜日：13 時～16 時 

（祝日・年末年始は除く） 

にんしんＳＯＳ広島 
※「妊娠したけど誰にも相談できない」、

「産みたいけどお金がない」等の相談

ができます。 

フリーダイヤル 

0800-805-5151 

月・火・水・金・土：10 時～18 時 
（木・日・祝日、8/13～8/15、12/28～1/4 は除く） 

妊娠 110 番メール相談 
※予期しない妊娠で悩む人に対して、助

産師などが電子メールによる相談を

受け付けています。 

妊娠 110番 (hiroshima-josanshikai.com)（広島県性と健康の相談センターHP） 

からご利用ください。 
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(18) 市町の相談窓口一覧  

 ●広島市内の各区 
・市外局番は区名の下（ ）内に記載しています。 

 
中区 

（０８２） 

東区 

（０８２） 

南区 

（０８２） 

児童扶養手当、児童手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

母子父子寡婦福祉資金 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

特別児童扶養手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５８８ ５６８－７７３４ ２５０－４１３２ 

ひとり親家庭等医療費、 

乳幼児等医療費補助 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

保育所、 

病児・病後児保育事業 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

児童相談窓口 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

５０４－２７３９ ５６８－７７９４ ２５０－４１６０ 

地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

５０４－２１７４ ２６１－０３１５ ２５０－４１３４ 

母子生活支援施設 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

公営住宅優先入居 
建設部建築課 建設部建築課 建設部建築課 

５０４－２５７８ ５６８－７７４４ ２５０－８９５９ 

生活保護 
厚生部生活課 厚生部生活課 厚生部生活課 

５０４－２５７１ ５６８－７７２６ ２５０－４１０４ 

水道料金、 

下水道使用料減免 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

５１１－ 

６９１１ 

５０４－ 

２５６９ 

５１１－ 

６９１１ 

５６８－ 

７７３３ 

５１１－ 

６９１１ 

２５０－ 

４１３１ 

JR 定期乗車券割引 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

５０４－２５６９ ５６８－７７３３ ２５０－４１３１ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

中央市税事務所 

第一市民税係 

東部市税事務所 

市民税係 
中央市税事務所 

第二市民税係 
南税務室 

５０４－２５６４ ５６８－７７１９ 
５０４－ 

２７５１ 

２５０－ 

８９４６ 

民生委員・児童委員 
厚生部地域支えあい課 厚生部地域支えあい課 厚生部地域支えあい課 

５０４－２８５２ ５６８－７７３１ ２５０－４１０９ 

DV 相談窓口 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

５０４－２４１２ ５０４－２４１２ ５０４－２４１２ 

生活困窮者 

自立相談支援窓口 

中区くらしサポートセンター 
<中区社会福祉協議会(中区事務所)内> 

東区くらしサポートセンター 
<東区社会福祉協議会(東区事務所)内>  

南区くらしサポートセンター 
<南区社会福祉協議会(南区事務所)内> 

５４５－８３８８ ５６８－６８８７ ２５０－５６７７ 

生活福祉資金 

広島市社会福祉協議会 

（中区事務所） 
広島市社会福祉協議会 

（東区事務所） 

広島市社会福祉協議会 

（南区事務所） 

２４９－３１１４ ２６３－８４４３ ２５１－０５２５ 
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西区 

（０８２） 

安佐南区 

（０８２） 

安佐北区 

（０８２） 

児童扶養手当、児童手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

母子父子寡婦福祉資金 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

特別児童扶養手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４６ ８３１－４９４６ ８１９－０６０８ 

ひとり親家庭等医療費、 

乳幼児等医療費補助 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

保育所、 

病児・病後児保育事業 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

児童相談窓口 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

２９４－６５１９ ８３１－５０１７ ８１９－０６３９ 

地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

５０３－６２８８ ８７７－２１４６ ８１９－０６１７ 

母子生活支援施設 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

公営住宅優先入居 
建設部建築課 農林建設部建築課 農林建設部建築課 

５３２－０９４９ ８３１－４９５４ ８１９－３９３７ 

生活保護 
厚生部生活課 厚生部生活課 厚生部生活課 

２９４－６１１７ ８３１－４９４０ ８１９－０５７６ 

水道料金、 

下水道使用料減免 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

５１１－ 

６９１１ 

２９４－ 

６３４２ 

５１１－ 

６９１１ 

８３１－ 

４９４５ 

５１１－ 

６９１１ 

８１９－ 

０６０５ 

JR 定期乗車券割引 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 厚生部福祉課 

２９４－６３４２ ８３１－４９４５ ８１９－０６０５ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

西部市税事務所 

第一市民税係 

北部市税事務所 

第一市民税係 
北部市税事務所 

第二市民税係 

安佐北 

税務室 

５３２－０９４２ ８３１－４９３５ 
８３１－ 

５０１６ 

８１９－ 

３９１３ 

民生委員・児童委員 
厚生部地域支えあい課 厚生部地域支えあい課 厚生部地域支えあい課 

２９４－６５１２ ８３１－５００３ ８１９－０５８８ 

DV 相談窓口 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

５０４－２４１２ ５０４－２４１２ ５０４－２４１２ 

生活困窮者 

自立相談支援窓口 

西区くらしサポートセンター 
<西区社会福祉協議会(西区事務所)内>  

安佐南区くらしサポートセンター  
<安佐南区社会福祉協議会（安佐南区事務所）内>  

安佐北区くらしサポートセンター  

<安佐北区社会福祉協議会（安佐北区事務所）内> 

２３５－３５６６ ８３１－１２０９ ８１５－１１２４ 

生活福祉資金 

広島市社会福祉協議会 

（西区事務所） 

広島市社会福祉協議会 

（安佐南区事務所） 

広島市社会福祉協議会 

（安佐北区事務所） 

２９４－０１０４ ８３１－５０１１ ８１４－０８１１ 
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安芸区 

（０８２） 

佐伯区 

（０８２） 

児童扶養手当、児童手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

母子父子寡婦福祉資金 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

特別児童扶養手当 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１６ ９４３－９７６９ 

ひとり親家庭等医療費、 

乳幼児等医療費補助 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

保育所、 

病児・病後児保育事業 

厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

児童相談窓口 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

こども家庭センター 
（厚生部地域支えあい課） 

８２１－２８２７ ９４３－９７７３ 

地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

地域子育て支援センター 
（厚生部地域支えあい課） 

８２１－２８２１ ９２１－５０１０ 

母子生活支援施設 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

公営住宅優先入居 
農林建設部建築課 農林建設部建築課 

８２１－４９２８ ９４３－９７４４ 

生活保護 
厚生部生活課 厚生部生活課 

８２１－２８０６ ９４３－９７２６ 

水道料金、 

下水道使用料減免 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

水道局 

業務管理課 

厚生部 

福祉課 

５１１－ 

６９１１ 

８２１－ 

２８１３ 

５１１－ 

６９１１ 

９４３－ 

９７３２ 

JR 定期乗車券割引 
厚生部福祉課 厚生部福祉課 

８２１－２８１３ ９４３－９７３２ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

東部市税事務所 

市民税係 

安芸 

税務室 
西部市税事務所 

第二市民税係 

佐伯 

税務室 

５６８－ 

７７１９ 

８２１－ 

４９１３ 

５３２－ 

１０１２ 

９４３－ 

９７１６ 

民生委員・児童委員 
厚生部地域支えあい課 厚生部地域支えあい課 

８２１－１７０７ ９４３－９５７５ 

DV 相談窓口 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

広島市配偶者暴力 

相談支援センター 

５０４－２４１２ ５０４－２４１２ 

生活困窮者 

自立相談支援窓口 

安芸区くらしサポートセンター 

<安芸区社会福祉協議会（安芸区事務所）内> 

佐伯区くらしサポートセンター 

<佐伯区社会福祉協議会（佐伯区事務所）内> 

８２１－５６６２ ９４３－８７９７ 

生活福祉資金 

広島市社会福祉協議会 

（安芸区事務所） 

広島市社会福祉協議会 

（佐伯区事務所） 

８２１－２５０１ ９２１－３１１３ 
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●広島市以外の各市町  

・市外局番は市町名下の（ ）内に記載しています。 

 
呉市 

（０８２３） 

竹原市 

（０８４６） 

三原市 

（０８４８） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

こども支援課 健康こども未来課 子育て支援課 

２５－３１７３ ２２－７７４２ ６７－６０４５ 

母子父子寡婦福祉資金 
こども支援課 健康こども未来課 子育て支援課 

２５－３２９７ ２２－７７４２ ６７－６０４５ 

特別児童扶養手当 
障害福祉課 健康こども未来課 障害者福祉課 

２５－３１３５ ２２－７７４２ ６７－６０６０ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

こども支援課 
①健康こど

も未来課 
②市民課 子育て支援課 

２５－３１７３ 
①２２－ 

 ７７４２ 

②２２－ 

７７３４ 
６７－６０４５ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

こども施設課 健康こども未来課 こども保育課 

①２５－３１１７ 

②２５－３１７４ 
２２－７７４２ ６７－６０４２ 

児童相談窓口 
こども家庭相談課 家庭児童相談室 こども安心課 

２５－３５９９ ２２－３５４４ ６１－０１２１ 

母子生活支援施設 
こども家庭相談課 健康こども未来課 子育て支援課 

２５－３５９９ ２２－７１６０ ６７－６０４５ 

公営住宅優先入居 

（株）くれせん 

指定管理者事業部 
都市整備課 

三原市営住宅 

管理グループ 

３２－２４８８ ２２－７７４９ ６２－１８００ 

生活保護 
生活支援課 地域支えあい課 社会福祉課 

２５－３１０５ ２２－２２７６ ６７－６０５９ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 該当なし 

JR 定期乗車券割引 
こども支援課 健康こども未来課 子育て支援課 

２５－３１７３ ２２－７７４２ ６７－６０４５ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

市民税課 税務課 市民税課 

２５－３１９３ ２２－７７３２ ６７－６０３１ 

民生委員・児童委員 
福祉保健課 地域支えあい課 社会福祉課 

２５－３５２４ ２２－２９４６ ６７－６０５８ 

DV 相談窓口 
こども家庭相談課 地域づくり課 社会福祉課 

２５－３５９９ ２２－７７４８ ６１－０１２２ 

生活困窮者自立相談窓口 
生活支援課 地域支えあい課 社会福祉課 

２５－３５７１ ２２－２２７６ ６７－４５６８ 

生活福祉資金 
呉市社会福祉協議会 竹原市社会福祉協議会 三原市社会福祉協議会 

６９－３３２３ ２２－５１３１ ６３－０５７０ 
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尾道市 

（０８４８） 

福山市 

（０８４） 

府中市 

（０８４７） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

①３８－９２０５ 

②３８－９１１２ 
９２８－１０７０ ４４－９１４７ 

母子父子寡婦福祉資金 
子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

３８－９２０５ ９２８－１０５３ ４４－９１４７ 

特別児童扶養手当 

社会福祉課 障がい福祉課 福祉課 

３８－９１２４ 

３８－９１２５ 
９２８－１０６３ ４４－９１４９ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

①３８－９２０５ 

②３８－９１１２ 
９２８－１０７０ ４４－９１４７ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

子育て支援課 保育指導課 子育て応援課 

３８－９１１４ ９２８－１０４９ ４４－９１４８ 

児童相談窓口 
子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

３８－９２１９ ９２８－１０５３ ４４－９１４６ 

母子生活支援施設 
子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

３８－９２０５ ９２８－１０５３ ４４－９１４７ 

公営住宅優先入居 

堀田・誠和共同企業体 

市営住宅管理センター 
住宅課 監理課 

２１－１２６６ ９２８－１１０１ ４４－９１７２ 

生活保護 
社会福祉課 生活福祉課 福祉課 

３８－９１２６ ９２８－１０６６ ４４－９１５２ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 該当なし 

JR 定期乗車券割引 
子育て支援課 ネウボラ推進課 子育て応援課 

３８－９２０５ ９２８－１０７０ ４４－９１４７ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

市民税課 市民税課 税務課 

３８－９１５４ ９２８－１０２０ ４４－９１２６ 

民生委員・児童委員 
社会福祉課 福祉総務課 福祉課 

３８－９１２２ ９２８－１０４５ ４４－９１０７ 

DV 相談窓口 
社会福祉課 若者・くらしの悩み相談課 子育て応援課 

３８－９３５０ ９２８－１２９７ ４４－９１４６ 

生活困窮者自立相談窓口 
社会福祉課 生活困窮者自立支援センター 府中市くらしサポートセンター 

３８－９１２６ ９２８－１２４１ ４６－３３３４ 

生活福祉資金 
尾道市社会福祉協議会 福山市社会福祉協議会 府中市社会福祉協議会 

２１－０３２２ ９２８－１３４８ ４７－１２９４ 
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三次市 

（０８２４） 

庄原市 

（０８２４） 

大竹市 

（０８２７） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

こども家庭支援課 児童福祉課 福祉課 

６２－６１４８ ７３－１１９２ ５９－２１４８ 

母子父子寡婦福祉資金 
こども家庭支援課 児童福祉課 福祉課 

６２－６１４８ ７３－１１９２ ５９－２１５１ 

特別児童扶養手当 
社会福祉課 社会福祉課 福祉課 

６５－２０５１ ７３－１２１０ ５９－２１４６ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

こども家庭支援課 保健医療課 保健医療課 

６２－６１４８ ７３－１１５５ ５９－２１４１ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

①保育課 
②こども家

庭支援課 
児童福祉課 福祉課 

①６２－ 

６１４７ 

②６２－ 

６１４８ 
７３－１１９２ ５９－２１４８ 

児童相談窓口 
こども家庭支援課 児童福祉課 福祉課 

６４－６０１１ ７３－１２４３ ５９－２１５１ 

母子生活支援施設 
こども家庭支援課 児童福祉課 福祉課 

６２－６３６０ ７３－１１９２ ５９－２１５１ 

公営住宅優先入居 
財産管理課 

都市整備課 

※20 歳未満の子を扶養する 

母子家庭の母対象 

近鉄住宅管理 

株式会社 

６２－６１６１ ７３－１１７２ ５９－１７１７ 

生活保護 
社会福祉課 社会福祉課 福祉課 

６２－６１４６ ７３－１１６６ ５９－２１４７ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 該当なし 

JR 定期乗車券割引 
こども家庭支援課 児童福祉課 福祉課 

６２－６１４８ ７３－１１９２ ５９－２１４８ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

課税課 税務課 市民税務課 

６２－６１２２ ７３－１１４６ ５９－２１２８ 

民生委員・児童委員 
社会福祉課 社会福祉課 地域介護課 

６２－６１４６ ７３－１１５３ ２８－６２２６ 

DV 相談窓口 
こども家庭支援課 児童福祉課 地域介護課 

６４－６０１１ ７３－１２４３ ５９－２１００ 

生活困窮者自立相談窓口 
社会福祉課 社会福祉課 福祉課 

６２－６１４６ ７３－１１６６ ５９－２１４７ 

生活福祉資金 
三次市社会福祉協議会 庄原市社会福祉協議会 大竹市社会福祉協議会 

６３－３３４０ ７５－０３４５ ５２－２２１１ 
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東広島市 

（０８２） 

廿日市市 

（０８２９） 

安芸高田市 

（０８２６） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

こども家庭課 こども課 
①健康・こ

ども未来課 

②児童 

保育課 

４２０－０９４１ ３０－９１５３ 
① ４２－ 

５６３３ 

② ４７－ 

１２８３ 

母子父子寡婦福祉資金 
こども家庭課 こども課 健康・こども未来課 

４２０－０４０７ ３０－９１３０ ４２－５６３３ 

特別児童扶養手当 
障がい福祉課 障害福祉課 社会福祉課 

４２０－０１８０ ３０－９１５２ ４２－５６１５ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

こども家庭課 こども課 保険医療課 

４２０－０９４１ ３０－９１５３ ４２－５６１９ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

保育課 こども課 児童保育課 

４２０－０９３４ ３０－９１５４ ４７－１２８３ 

児童相談窓口 
こども家庭課 子育て応援室 健康・こども未来課 

４２０－０４０７ ３０－９１２９ ４２－５６３３ 

母子生活支援施設 
こども家庭課 子育て応援室 健康・こども未来課 

４２０－０４０７ ３０－９１２９ ４２－５６３３ 

公営住宅優先入居 
住宅課 

株式会社第一ビルサービス 

廿日市営業所 該当なし 
４２０－０９４６ ３４－１１４０ 

生活保護 
生活福祉課 生活福祉課 社会福祉課 

４２０－０４０５ ３０－９１６６ ４２－５６１５ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 該当なし 

JR 定期乗車券割引 
こども家庭課 こども課 健康・こども未来課 

４２０－０９４１ ３０－９１３０ ４２－５６３３ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

市民税課 課税課 税務課 

４２０－０９１０ ３０－９１１３ ４２－５６１４ 

民生委員・児童委員 
地域共生推進課 健康福祉総務課 社会福祉課 

４９３－５６２１ ３０－９１５１ ４２－５６１５ 

DV 相談窓口 
こども家庭課 子育て応援室 健康・こども未来課 

４２０－０４０７ ３０－９１２９ ４２－５６３３ 

生活困窮者自立相談窓口 
地域共生推進課 はつかいち生活支援センター 社会福祉課 

４９３－５６２１ ２０－４０８０ ４２－５６１５ 

生活福祉資金 
東広島市社会福祉協議会 廿日市市社会福祉協議会 安芸高田市社会福祉協議会 

４２０－０４１０ ２０－４０８０ ４７－１１３１ 
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江田島市 

（０８２３） 

府中町 

（０８２） 

海田町 

（０８２） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３１６３ ８２３－９２２７ 

母子父子寡婦福祉資金 
子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３１６３ ８２３－９２２７ 

特別児童扶養手当 
社会福祉課 福祉課 社会福祉課 

４３－１６３８ ２８６－３１６１ ８２３－９２０７ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

保健医療課 子育て支援課 こども課 

４３－１６３９ ２８６－３１６３ ８２３－９２２７ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３１６８ ８２３－９２２７ 

児童相談窓口 
子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３２２４ ８２３－９２２７ 

母子生活支援施設 
子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３１６３ ８２３－９２２７ 

公営住宅優先入居 
都市整備課 建築課 まちデザイン課 

４３－１６４７ ２８６－３１７４ ８２３－９６３４ 

生活保護 
社会福祉課 福祉課 社会福祉課 

４３－１６３８ ２８６－３１５９ ８２３－９２２０ 

水道料金、 

下水道使用料減免 

広島県水道広

域連合企業団

江田島事務所 

下水道課 環境課 上下水道課 

４２－ 

３３１１ 

４２－ 

３９１１ 
２８６－３２４２ ８２３－９２１４ 

JR 定期乗車券割引 
子育て支援課 子育て支援課 こども課 

４２－２８５２ ２８６－３１６３ ８２３－９２２７ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

税務課 税務課 税務課 

４３－１６３６ ２８６－３１４３ ８２３－９２０４ 

民生委員・児童委員 
社会福祉課 福祉課 社会福祉課 

４３－１６３８ ２８６－３１６２ ８２３－９２０７ 

DV 相談窓口 
子育て支援課 子育て支援課 社会福祉課 

４２－２８５２ ２８６－３２２４ ８２３－９２０７ 

生活困窮者自立相談窓口 
社会福祉課 福祉課 社会福祉課 

４３－１６３８ ２８６－３１５９ ８２３－９２２０ 

生活福祉資金 
江田島市社会福祉協議会 府中町社会福祉協議会 海田町社会福祉協議会 

２７－７７７０ ２８５－７２７８ ８２０－０２９４ 
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熊野町 

（０８２） 

坂町 

（０８２） 

安芸太田町 

（０８２６） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

子育て支援課 民生課 健康福祉課 

８２０－５６２３ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

母子父子寡婦福祉資金 
子育て支援課 民生課 健康福祉課 

８２０－５６２３ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

特別児童扶養手当 
社会福祉課 民生課 健康福祉課 

８２０－５６３５ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

子育て支援課 民生課 税務住民課 

８２０－５６２３ ８２０－１５０５ ２８－２１１４ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

子育て支援課 民生課 教育課 

８２０－５６２３ ８２０－１５０５ ２２－１２１２ 

児童相談窓口 
くまの・こども夢プラザ 民生課 

健康福祉課 

（親子相談支援センター） 

８２０－５５０２ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

母子生活支援施設 
くまの・こども夢プラザ 民生課 健康福祉課 

８２０－５５０２ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

公営住宅優先入居 
都市整備課 建設課 建設課 

８２０－５６０８ ８２０－１５１２ ２８－１９６２ 

生活保護 
福祉事務所 民生課 健康福祉課 

８２０－５６１４ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 

建設課 

２８－１９６２ 

JR 定期乗車券割引 
子育て支援課 民生課 健康福祉課 

８２０－５６２３ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

税務住民課 税務住民課 税務住民課 

８２０－５６０３ ８２０－１５０３ ２８－２１１４ 

民生委員・児童委員 
社会福祉課 民生課 地域協働課 

８２０－５６３５ ８２０－１５０５ ２８－２１１６ 

DV 相談窓口 
くまの・こども夢プラザ 民生課 

健康福祉課 

（親子相談支援センター） 

８２０－５５０２ ８２０－１５０５ ２５－０２５０ 

生活困窮者自立相談窓口 
福祉事務所 民生課 安芸太田町社会福祉協議会 

８２０－５６１４ ８２０－１５０５ ３２－２２２６ 

生活福祉資金 
熊野町社会福祉協議会 坂町社会福祉協議会 安芸太田町社会福祉協議会 

８５５－２８５５ ８８５－２６１１ ３２－２２２６ 
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北広島町 

（０８２６） 

大崎上島町 

（０８４６） 

世羅町 

（０８４７） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

こども家庭課 ①健康福祉課 ②健康福祉課 子育て支援課 

７２－７３５０ 
①６２－ 

０３０２ 

②６２－ 

０３０３ 
２５－０２９５ 

母子父子寡婦福祉資金 
こども家庭課 健康福祉課 子育て支援課 

７２－７３５０ ６２－０３０３ ２５－０２９５ 

特別児童扶養手当 
福祉課 健康福祉課 福祉課 

７２－７３５２ ６２－０３０２ ２５－００７２ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

町民保健課 健康福祉課 健康保険課 

７２－７３５３ ６２－０３０３ ２５－０１３４ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

こども家庭課 健康福祉課 子育て支援課 

７２－７３５０ ６２－０３０３ ２５－０２９５ 

児童相談窓口 
こども家庭課 健康福祉課 子育て支援課 

７２－７３５０ ６２－０３０３ ２５－０２９５ 

母子生活支援施設 
こども家庭課 健康福祉課 福祉課 

７２－７３５０ ６２－０３０３ ２５－００７２ 

公営住宅優先入居 
建設課 建設課 建設課 

７２－７３６４ ６５－３１２４ ２２－５３０９ 

生活保護 
福祉課 健康福祉課 福祉課 

７２－７３５２ ６２－０３０２ ２２－００７２ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 該当なし 該当なし 

JR 定期乗車券割引 
こども家庭課 健康福祉課 子育て支援課 

７２－７３５０ ６２－０３０２ ２５－０２９５ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

税務課 税務課 税務課 

７２―７３５１ ６５－３１１４ ２２－５３００ 

民生委員・児童委員 
福祉課 健康福祉課 福祉課 

７２－７３５２ ６２－０３０２ ２５－００７２ 

DV 相談窓口 
こども家庭課 健康福祉課 福祉課 

７２－７３５０ ６２－０３０３ ２５－００７２ 

生活困窮者自立相談窓口 
福祉課 健康福祉課 世羅町社会福祉協議会 

７２－７３５２ ６２－０３０２ ２２－３１６２ 

生活福祉資金 
北広島町社会福祉協議会 大崎上島町社会福祉協議会 世羅町社会福祉協議会 

８２－２６８０ ６２－１７１８ ２２－３１６２ 
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神石高原町 

（０８４７） 

①児童扶養手当 

②児童手当 

子育て応援課 

８９－３３６８ 

母子父子寡婦福祉資金 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

特別児童扶養手当 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

①ひとり親家庭等医療費 

②乳幼児等医療費補助 

福祉課 

８９－３３２０ 

①保育所 

②病児・病後児保育事業 

子育て応援課 

８９－３３６８ 

児童相談窓口 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

母子生活支援施設 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

公営住宅優先入居 
建設課 

８９－３３３８ 

生活保護 
福祉課 

８９－３３３５ 

水道料金、 

下水道使用料減免 
該当なし 

JR 定期乗車券割引 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

税務関係 

（ひとり親控除） 

住民課 

８９－３３３４ 

民生委員・児童委員 
福祉課 

８９－３３３５ 

DV 相談窓口 
子育て応援課 

８９－３３６８ 

生活困窮者自立相談窓口 
福祉課 

８９－３３３５ 

生活福祉資金 
神石高原町社会福祉協議会 

８５－２３３０ 

 


